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本パートの学習内容は、ガイドラインの『P.5：大規模災害時の災害復旧事業の流れ』

と『P.6：支援制度等の活用早見表』に該当します。
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迅速かつ円滑な災害復旧事業の実施に向けて
～市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン～

Part② 災害復旧事業における課題と活用できる支援メニューの紹介



発災直後
被災箇所調査

・
応急復旧

発災から１～２ヶ月程度

復旧工事発注
・

工事監督

発災から１～３年程度

大規模災害時における災害復旧事業は４つの場面に分かれます。
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査定書類準備
・

災害査定受検

発災から２～３ヶ月程度（注１）

（注１） 通常、災害査定の実施時期は、

被災後２～３ヶ月以内に実施できるよ

うに努めていただくことをお願いして

いますが、大規模災害時は６ヶ月程度

かかる事例もあることから、適宜、国

土交通省防災課までご相談下さい。
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発災直後

出典：(一財)消防防災科学センター
「災害写真データベース」

【状況】

発災直後は、住民・マスコミ等からの電話対応や避難者対応、

また救助活動の支援等に職員が総動員されます。

【発生する問題】

技術職員も電話対応や避難者対応を行う場合があり、被災箇

所調査や道路啓開作業へ即座に取り掛かれず、マンパワー不

足による復旧・復興の遅れが発生します。
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発災直後

迅速かつ円滑な災害復旧事業の実施に向けて
～市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン～

支援内容

場 面

人 や モ ノ の
支 援 が 欲 し い

技術的な
支 援が欲しい

発注者体制を
強化したい

発災直後

被災箇所調査
・

応急復旧

査定書類準備
･

災害査定受検

復旧工事発注
・

工事監督

【活用できる支援制度・取組】
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応急対策職員

派遣制度

地方公共団体

技術職員 OB・

OGの派遣

都道府県等による技術職員派遣

TEC-FORCE 建設技術センター等

による発注者支援

災害査定官による

災害緊急調査

災害復旧

技術専門家

派遣制度

建設業・建設

関連業団体

との連携

CM方式の導入による発注者の体制を補完

災害復旧事業

の代行

災害時に活用可能な

国の保有資機材

支援内容

場 面

人 や モ ノ の
支 援 が 欲 し い

技術的な
支 援が欲しい

発注者体制を
強化したい

発災直後

被災箇所調査
・

応急復旧

査定書類準備
･

災害査定受検

復旧工事発注
・

工事監督

地方公共団体

技術職員 OB・

OGの派遣

TEC-FORCE 建設技術センター等

による発注者支援

災害査定官による

災害緊急調査

災害復旧

技術専門家

派遣制度

建設業・建設

関連業団体

との連携

CM方式の導入による発注者の体制を補完

災害復旧事業

の代行

災害時に活用可能な

国の保有資機材

応急対策職員

派遣制度 総務省

都道府県等による技術職員派遣

都道府県
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被災箇所調査
・

応急復旧

発災から１～２ヶ月程度 【状況】

道路啓開や緊急排水等の応急復旧作業に加え、災害査定に向け

た準備など専門的な知識を必要とする多くの業務が発生します。

【発生する問題】

応急復旧の実施に向け技術的判断を速やかに行う必要があります。

被災箇所調査等を行うためのマンパワーが不足するといった問

題も発生します。
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迅速かつ円滑な災害復旧事業の実施に向けて
～市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン～

被災箇所調査
・

応急復旧

発災から１～２ヶ月程度
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【活用できる支援制度・取組】

支援内容

場 面

人 や モ ノ の
支 援 が 欲 し い

技術的な
支 援が欲しい

発注者体制を
強化したい

発災直後

被災箇所調査
・

応急復旧

査定書類準備
･

災害査定受検

復旧工事発注
・

工事監督

応急対策職員

派遣制度

地方公共団体

技術職員 OB・

OGの派遣

都道府県等による技術職員派遣

TEC-FORCE 建設技術センター等

による発注者支援

災害査定官による

災害緊急調査

災害復旧

技術専門家

派遣制度

建設業・建設

関連業団体

との連携

CM方式の導入による発注者の体制を補完

災害復旧事業

の代行

災害時に活用可能な

国の保有資機材

支援内容

場 面

人 や モ ノ の
支 援 が 欲 し い

技術的な
支 援が欲しい

発注者体制を
強化したい

発災直後

被災箇所調査
・

応急復旧

査定書類準備
･

災害査定受検

復旧工事発注
・

工事監督

CM方式の導入による発注者の体制を補完

災害復旧事業

の代行

応急対策職員

派遣制度

都道府県等による技術職員派遣 都道府県

建設技術センター等

による発注者支援

建設技術センター等

地方公共団体

技術職員 OB・

OGの派遣

建設技術センター等

災害査定官による

災害緊急調査

国土交通省

災害復旧

技術専門家

派遣制度

全国防災協会

TEC-FORCE

国土交通省
国土交通省

災害時に活用可能な

国の保有資機材

建設業・建設

関連業団体

との連携

民間業者



「査定書類準備・災害査定受検」の状況
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査定書類準備
・

災害査定受検

発災から２～3ヶ月程度（注１）【状況】

査定準備に向けた書類作成など、被災箇所数が多い場合は職員

の業務量が膨大になります。

【発生する問題】

査定書類作成に必要な測量・調査・設計等の業務を委託する業

者の確保が困難になります。

土木技術職員が不足する場合は、積算等の専門業務への対応の

遅れが発生します。
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（注１） 通常、災害査定の実施時期

は、被災後２～３ヶ月以内に実施で

きるように努めていただくことを

お願いしていますが、大規模災害

時は６ヶ月程度かかる事例もある

ことから、適宜、国土交通省防災

課までご相談下さい。
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【活用できる支援制度・取組】

支援内容

場 面

人 や モ ノ の
支 援 が 欲 し い

技術的な
支 援が欲しい

発注者体制を
強化したい

発災直後

被災箇所調査
・

応急復旧

査定書類準備
･

災害査定受検

復旧工事発注
・

工事監督

応急対策職員

派遣制度

地方公共団体

技術職員 OB・

OGの派遣

都道府県等による技術職員派遣

TEC-FORCE 建設技術センター等

による発注者支援

災害査定官による

災害緊急調査

災害復旧

技術専門家

派遣制度

建設業・建設

関連業団体

との連携

CM方式の導入による発注者の体制を補完

災害復旧事業

の代行

災害時に活用可能な

国の保有資機材

支援内容

場 面

人 や モ ノ の
支 援 が 欲 し い

技術的な
支 援が欲しい

発注者体制を
強化したい

発災直後

被災箇所調査
・

応急復旧

査定書類準備
･

災害査定受検

復旧工事発注
・

工事監督

TEC-FORCE

災害査定官による

災害緊急調査

CM方式の導入による発注者の体制を補完

災害復旧事業

の代行

災害時に活用可能な

国の保有資機材

応急対策職員

派遣制度

建設技術センター等

による発注者支援

建設技術センター等

都道府県等による技術職員派遣 都道府県

地方公共団体

技術職員 OB・

OGの派遣

建設技術センター等
災害復旧

技術専門家

派遣制度

全国防災協会

建設業・建設

関連業団体

との連携

民間業者

査定書類準備
・

災害査定受検

発災から２～3ヶ月程度（注１）

（注１） 通常、災害査定の実施時期

は、被災後２～３ヶ月以内に実施で

きるように努めていただくことを

お願いしていますが、大規模災害

時は６ヶ月程度かかる事例もある

ことから、適宜、国土交通省防災

課までご相談下さい。



「復旧工事発注・工事監督」の状況
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復旧工事発注
・

工事監督

発災から１～３年程度 【状況】

平時の工事本数と比較して何倍もの工事が並行して進むため、

被災地内で相当数の工事が輻輳します。

【発生する問題】

複数工事が並行して進むため、工事完成まで導くマネジメント力

が不足すると、まちの復興が遅れてしまいます。

災害復旧工事の難易度が高く、高度な技術力が必要となる場面も

発生します。
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迅速かつ円滑な災害復旧事業の実施に向けて
～市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン～

復旧工事発注
・

工事監督

発災から１～３年程度
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【活用できる支援制度・取組】

支援内容

場 面

人 や モ ノ の
支 援 が 欲 し い

技術的な
支 援が欲しい

発注者体制を
強化したい

発災直後

被災箇所調査
・

応急復旧

査定書類準備
･

災害査定受検

復旧工事発注
・

工事監督

応急対策職員

派遣制度

地方公共団体

技術職員 OB・

OGの派遣

都道府県等による技術職員派遣

TEC-FORCE 建設技術センター等

による発注者支援

災害査定官による

災害緊急調査

災害復旧

技術専門家

派遣制度

建設業・建設

関連業団体

との連携

CM方式の導入による発注者の体制を補完

災害復旧事業

の代行

災害時に活用可能な

国の保有資機材

支援内容

場 面

人 や モ ノ の
支 援 が 欲 し い

技術的な
支 援が欲しい

発注者体制を
強化したい

発災直後

被災箇所調査
・

応急復旧

査定書類準備
･

災害査定受検

復旧工事発注
・

工事監督

地方公共団体

技術職員 OB・

OGの派遣

TEC-FORCE

災害査定官による

災害緊急調査

災害復旧

技術専門家

派遣制度

建設業・建設

関連業団体

との連携

災害時に活用可能な

国の保有資機材

応急対策職員

派遣制度

建設技術センター等

による発注者支援

建設技術センター等

都道府県等による技術職員派遣 都道府県

CM方式の導入による発注者の体制を補完

民間業者
災害復旧事業

の代行 国土交通省

都道府県



続いて、以下のパートを学習しましょう。

Part③：災害復旧事業に役立つ支援制度を理解しよう

Part④：ガイドラインの使い方をマスターしよう

災害復旧事業に役立つ支援制度の詳細や活用事例を知りたい！

ガイドラインの掲載内容や活用方法を知りたい！

４つのパートを学習した後は・・・

学習した内容を忘れないために！

振り返りテスト
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